
議第26号

令和5年度山形県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ681,573,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び1艮!亥額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方イ動による。

(一剛昔入金)

第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一θ割昔入金の借入れの最高額は、 90,000,000千円と

定める。

(歳出予算の流用)

第5条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用tることが

できる場合は、次のとおりと定める。

①各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でこれらの経費の各項の間の流用

令和5年度山形県一般会計予算
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第2表債務負担行為

事

県庁舎電力監視制御装置更新工事

請負契約

村山総合支庁本庁舎非常用直流電

源装置更新工事請負契約

置賜総合支庁西置賜地域振興局中

央監視システム更新工事請負契約

項

置賜総合支庁西置賜地域振興局非

常用直流電源装置吏新工事請負契

約

期

次期大規模システム統合基盤構築

・運用業務委託契約

24,000千円

年度から

年度まで

間

防災行政通信ネットワーク非常用

発電機更新工事請負契約

36,000千円

年度から

年度まで

水道基盤強化計画策定支援業務委

託契約

142,000千円

限

年度から

年度まで

こども医療療育センター中央監視

装置更新工事請負契約

年度か

年度ま

度

年度から

年度まで

」」ニ

10,000千円

業

額

5年度から

10年度まで

山形県産業科学館管理運営業務

26,000千円

郭4,000千円地

公益財団法人山形県企業振興公社

に対する損失補償

促進事業

年度から

年度まで

17,000千円

年度から

年度まで

山形県立産業技術短期大学校冷温

水発生機更新工事請負契約

年度

年度

21,000千円

282,000千円

際転職者職業訓練事業 C長期高度

人材育成二ース)業務委託契約

年度から

年度まで

14,000千円

籬転職者職業訓練事業(知識等習

得コース)業務委託契約

年度から

年度まで

-9-

735,000千円

年度から

年度まで

123,000千円

128,000千円

5年度から

16年度まで

如,000千円
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事

山形県観光情報センター管理運営

業務

山形県県民の海

業務

置賜文化ホール管理運営業務

項

プール管理運営

山形県立うきたむ風士記の丘考古

資料館管理運営業務

期

農業近代化資金利子補給

令和

令和

年度から

年度まで

問

37,000千円

農業経営負担軽減支援資金利子補

給

5年度から

10年度まで

年度から

年度まで

令和

云和

漁業近代化資金利子補給

限

年度から

年度まで

和 5年度から

8年度まで

度

公益財団法人やまがた農業支援セ

ンターの農地売買等支援事業に対

する損失補償

5年度から

10年度まで

5年度から

26年度まで

額

240,000千円

令和5年度における日本政策金融

公庫(以下「甲」という。)の公

益財団法人やまがた森林と緑の推

進機構(以下「乙」という。)に

対する造林資金貸付金に係る損失

補償

令和5年度融資総額 16,飾4千円の融

資残高に対し、年1.6パーセント以

内の割合で計算した額

5年度から

21年度まで

189,000千円

令和 5年度融資総額 1,000,000千円

の融資残高に対し、年1.3パーセン

ト以内の割合で計算した額

令平訂 5

令手口 26

375,000千円

年度から

年度まで

森林整備活性化資金利子補給

令和5年度融資総額 50,000千円の融

資残高に対し、年1.3パーセント以

内の割合で計算した額

53,000千円

和5年度から

U年度まで

東北農林専門職大学(仮称)学内

ネットワーク構築・運用業務委託

契約

令和 5年度融資総額 170,000千円の

融資残高に対し、年1.3パーセント

以内の割合で計算した額

甲が乙に貸付けた日か

ら甲が補償の履行日と

して指定する日まで

公益社団法人全国農地保有合理化協

会からの借入元金 400,000千円のう

ち未償還元金に相当する額

甲からの借入元金 41,634千円のう

ち、最終償還期限到来後10箇月の期

間満了の日(以下「損失確定日」と

いう。)を経過してなお弁済されな

い元利金相当額(延滞金及び損失確

定日以後の利子を含む。)
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事

積算システム更新に係る開発運用

業務委託契約

山形県士地開発公社の融資に対す

る債務保証

山形県都市公園(山形県総合運動

公園、中山公園)管理運営業務

項

主要地方道上山蔵王公園線交通安

全道路事業蔵王橋歩道橋上部エエ

事請負契約

期

主要地方道新庄次年子村山線道路

施設長寿命化対策事業堀内橋橋梁

下部工工事請負契約

1,000千円

年度から

年度まで

間

800,000千円

道路施設長寿命化対策事業橋梁補

修・耐震補強工事請負契約

年度から

年度まで

和5年度から

和 10年度まで

道路除雪作業等業務委託契約

限

年度から

年度まで

指首野川河川整備補助事業新橋架

設工事に係る東日本旅客鉄道株式

会社との協定

度

年度から

年度まで

16,000千円

額

ダム管理用設備更新工事請負契約

79,000千円

年度から

年度まで

ダム放流設備更新工事請負契約

年度から

年度まで

35,000千円

年度から

年度まで

2,卵8,000千円

470,000千円

山形空港除

庄内空港除雪業務委託契約

700,000千円

250,000千円

年度から

年度まで

業務委託契約

山形県財務会計システム等改修業

務委託契約

200,000千円

年度から

年度まで

-H-

1,450,000千円

5年度から

7年度まで

2,000千円

790,000千円

年度から

年度まで
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事

上山高等養護学校・山形盲学校改

築整備事業基本・実施設計業務委

託契約

山形県神室少年自然の家管理運営

業務

項

山形県青年の家管理運営業務

無停電電源装置蓄電池更新等工事

請負契約

期

山形警第29号職員アパート賃貸借

契約

214,000千円

年度から

年度まで

間

H,000千円

5年度から

10年度まで

令和5年度から

令和 10年度まで

限

"J

度

年度から

年度まで
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額

5年度から

19年度まで

207,000千円

237,000千円

397,000千円及び年1.15パーセント

の金利、公租公課、火災保険料相当

額
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第3表地方債

起 債

臨時財政対策

の 目

庁舎等整備事業

的 限

郷士館整備事業

度

防災・減災・国士強靭

化緊急対策事業

額

2,800,000

起債の方法

社会福祉施設等整備事

業

借入先と

の協定によ
、ナ

00

94,200

千円

利

鶴岡乳児院整備事業

72,300

借入先と

の協定によ

る。

脱炭素化推進事業

償

331,300

病院建設改良資金貸付

事業

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

還

81,700

の

産業技術短期大学校整

備事業

方

31,500

法

農林公

23,000

公共農林災害復旧事業

291,000

事業

林道施設災害復旧事業

27,200

3,936,400

農林災害復旧事業

76,200

4,200

6,500

-13-

率

共



起 債

農林業専門職大学整備

事業

の 目

農業経営高度化支援事

業

的 限

農林大学校整備事業

度 額

2,679,900

工業試験場整備事業

千円

起債の方法

士木公共事業

314,600

利

県営住宅建

1,900

率

公共士木災害復旧事業

(現年)

償

28,100

公共士木災害復旧事業

(過年)

事業

還

17,835,200

の

国直轄災害復旧事業

方

76,100

法

1,874,700

士木施設災害復旧事業

都市公園整備事業

460,300

1,448,000

山形空港施設整備事業

河川等整備事業

393,300

自然災害防止事業

222,700

11,600

92,400

512,800

-14-

設



起 債

地方道路等整備事業

の 目

緊急防災

的 限

公共施設等適正管理推

進事業

度

減災事業

堅急自然災害防止対策

事業

額

4,636,300

千円

起債の方法

緊急浚深推進事業

874,000

学校教育施設等整備事

業

利

1,441,700

3,675,000

社会教育施設整備事業

償 還

高等学校整備事業

848,400

の

交通安全施設整備事業

方

564,300

法

警察庁舎整備事業

106,300

4,218,800

246,200

375,000

率

51





議第27号

令和5年度山形県公債管理特別会計予算

令和5年度山形県の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ157,173,850千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第]表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

繰

款

4 県

入 金
L-^ー^^^^ー^ーー^

歳

歳

項

157,173,850

出

157,173,850

般

入

ノノ＼

県

金

(単位:千円)

入

債

歳

債1

6貝

87,891,850

出

87,891,850

69,282,000

ノノ＼

69,282,000

157,173,鉐0

債

金

(単位:千円)

費

額

157,173,850

会計繰 金

1

計

イ

合

項

計

費

合

款



議第28号

令和5年度山形県市町村振興資金特別会計予算

令和5年度山形県の市町村振興資金特別会計の予算は、炊に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,353,239千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2諸

款

収

歳

歳

入

出

入

項

市町村振興資金貸付金'

款

貸付 金 利

金

(単位:千円)

収 入

額

項

歳

貸

1,353,239

2貸

1,353,239

3

出

付

仏

付

1,353,239

4

金

繰

事

(単位:千円)

」」ニ

務

業償

費

出

額

金

1,353,239

700,000

995

276,511

375,733

1,353,239

元

計合

金

還

金

営

計合



議第29号

令和5年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和5年度山形県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ185,朋4千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第]雲

歳

歳入歳出予算

入

繰

款

2繰

入

3

金

越

項

9,199

金

収

般

入

歳

繰

金

(単位:千円)

入

1 貸付金元利収入

金

入

越

________________^

額

雑

金

5,572

5,572

131,024

185,684

入

131,024

49,088

39,889

会計繰

!
ー
ー
一
[

91

計

2

合

三
口



歳 出

母子父子寡婦福祉資金貸付費

款 項

、子゛"

歳

貸

2貸

3償

出

付

付

4繰

金

事

(単位:千円)

金

aシコ 費

出

額

金

185,684

金

26,271

9,892

98,786

50,735

185,684

還

計合

02



議第30号

令和5年度山形県国民健康保険特別会計予算

令和5年度山形県の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94,704,592千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

分担金及び負担金

款

国 庫 支

3

出

項

金

負

収

担

国

4繰

2

入・

金

庫

国

(単位:千円)

金1

負

庫

2

入

担

補

預

額

4雑

歳

25,705,196

金

助

金

金

金1

25,705,196

利

24,911,075

入

事

17,080,979

子

94,704、 592

"ル

フ,830,096

収

38,563,313

入

斗

入

38,547,994

金

39

15,280

5,525,008

5,525,008

受託

会計繰

入

業

12

2

5

三
口

合



歳 出

国民健康保険事業費 1

款 項

歳

事

3

業

基

4保

費

出

金

支

5

金

積

健

(単位:千円)

出 金

事

舟ル

業

額

94,704,592

費

理

94,632,624

費

39

65,280

6,649

94,704,592

-22-

金立

管

そ
口合



議第31号

令和5年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会言十予算

令和5年度山形県の小規模企業者等設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ403,131千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こtことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

3 繰

款

一「一J^ー

4

越 金

収

5

項

入1

↓代

繰

1 貸付

越

2預

金

歳

(単位:千円)

金

3雑

債

金

利

入

額

収

利

入

県

76,063

子

76,063

入

204,568

計

193,281

債

10

-23-

H,27フ

]22,500

122,500

403,131

金

元

諸

合



歳 出

小規模企業者等設備導入貸付費

款

第2表地方債

歳

起債の目的

項

貸

小規模企業

者等設備貸

与事業貸付

金

2貸

出

限度額

3償

付

付

金

事

(単位:千円)

千円

122,500

起債の方法

務

金

還

計

額

借

金

403,131

入

利

185,539

独立行政法人中

小企業基盤整備機

構の貸付条件によ
ープ

CD 。

5,553

証書

212,039

償

403,131

独立行政法人中小企業基盤

整備機構の貸付条件による。

の 方 法

-24-

費

還率

合



議第32号

令和5年度山形県士地取得事業特別会計予算

令和5年度山形県の士地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ146,371千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

2 財 収

繰

入

4

入11財産売払収

入 金1

2財

収

産

歳

入

運

金

110

(単位:千円)

^25^

用

"ル

入

収 入1

雑

額

入

91,891

金1

HO

146,371

69,332

会計繰

22,559

入

54,370

54,370

項

諸

訣

産

計合

3



歳 出

2 酒田北港地区用地取得事業費

款

5 仏 債

項

歳

用

費

3

地

開

取

出

得事

発

金

ム=

/、

(単位:千円)

理 費

債

額

計

107,808

費

52,058

55,750

38,563

38,563

146,371

-26 -

業費

合



議第33号

令和5年度山形県農業改良資金特別会計予算

令和5年度山形県の農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ田,認8千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表

貸
歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3

款

収

4繰

入1

越

項

歳

貸付

2雑

金1

-27ー

金

入

利

金

繰

(単位:千円)

収 入

越

入'

韻

斗

23,744

23,624

120

36,931

36,931

60,675

元

金

合

諸



歳 出

農業改良資金貸付費

款

2 就農支援資金貸付費

項

2償

3襍

歳

還

2償

出

金

出

(単位:千円)

金

金

額

出

斗

金

121

金

80

41

60,554

40,369

20,185

60,675

-28-

t

還

繰3

合



務勘定
入歳

繰

款

入

歳

歳

金}

出

入

項

款

_^_^ー^ー^ー^ー^^^ー^ーー「^

般

-29-

歳

金

升

(単位:千円)

入 金

出

額

項

取

1,213

扱

1,213

事

1,213

金

升

務

(単位:千円)

費

額

1,213

1,213

繰計会

合

業

合

務業1



議第34号

令和5年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和5年度山形県の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,721千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

歳入歳出予算
付勘定

入

3

款

4繰

収

越

入

歳

歳

項

金

出

貸付

入

金

沿岸漁業改善資金貸付費

款

繰

利

金

(単位:千円)

収

越

入

歳

額

金

1,092

出

項

1,092

貸

48,908

48,908

付

50,000

金

(単位:千円)

費

額

-30-

50,000

50,000

50,000

元

計

表
歳

1
貸

第

合

諸

計合



業務勘
歳 入

2

款

入

歳

歳

金

出

入

業

款

般

務

J^

歳

金

計

(単位:千円)

入

費

出

額

項

取 扱

721

事

721

計

金

務

721

(単位:千円)

費

額

721

721

721

-31-

金

項

繰計会

定

合

口

"

合



議第35号

令和5年度山形県林業改善資金特別会計予算

令和5年度山形県の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ246,207千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第]表歳入歳出予算」による。

第1表

貸
歳

歳入歳出予算
付勘定

入

3 諸

款

4繰

収

越

入

歳

歳

項

金

出

貸付金

入

林業改善資金貸付費

款

繰

利

金

(単位:千円)

収

越

入

歳

額

金

37,213

出

項

37,213

貸

204,422

204,422

付

241,635

升

金

(単位:千円)

費

額

-32 -

241,635

241,635

241,635

元

計

ー
「

合

合



業務勘
歳 入

2 繰

款

4

入

繰 越

歳

歳

唄

金

出

________^^______^ーーーーーーー^ーー^^^^^^^ー^

戸一ーーーー^

1繰

般

4,572

入

業

. 1取扱妻務費1

操

金

(単位:千円)

入

務

金

越

歳

升

額

費,

金

4,563

出

4,563

9

9

4,572

金

(単位:千円)

額

4,572

4,572

計

+
f
 
.
ー

会

定

金

合

項

計合

款



議第36号

令和5年度山形県港湾整備事業特別会計予算

令和5年度山形県の閤穹整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第]条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ788,0兜千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
仕也方債)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできるナ也方債

の起債の目的、β艮度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

第1表

歳

歳入歳出予算

入

使

款

3 繰

用

入

「^

6

項

金

収

県

使

「^ーー、ーー、ー、、ー

会計繰

用

般

歳

金

(単位:千円)

2

料

雑

入

額

入 金

県

143,664

143,664

入

261,813

升

261,813

債

19,915

19,915

-34-

362,700

362,700

788,092

5

料

入

債

合

諸



歳 出

款

2 整

理

3

費

備

ノノ＼

項

費

債

第2表地方債

管

歳

起債の目的

費

整

理

港湾整備事

業

出

金

(単位:千円)

限度額

費

備

オ,＼

額

千円

362,700

起債の方法

費

債

借入先との協定

による。

154,724

升

154,724

費

362,700

利

362,700

借入先との協定

{こよる。

270,668

270,668

償

788,092

借入先の貸付条件1,こよる。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、又は低

利債に借り替えることができ

る。

還 の 方 法

-35-

率

管

合



議弟37号

(総卸D

第1条令和5年度山形県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①流域関連市町

令和5年度山形県流域下水道事業会計予算

②年間総処理水量

(3)一日平均処理水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

炊のとおりとする。

村山市、天童市、東根市、尾花沢市、河北町、大石田町、

南陽市、高畠町、川西町、山形市、上山市、山辺町、

中山町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町

第1款流域下

弟1項営

第2項営業

第1款流域下水道事業費用 5,4飾,626千円

業第1項営 費 5,309,668千円

第2項営業外費 155,9認千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額田0,191千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額94,522千円、過年

度分損益勘定留保資金55,390千円及び当年度分損益勘定留保資金4印,279千円で補填するものとす

る。)

水道事

業

業収益

収

外

次のとおりと定める。

入

収

第1款流域下水道事業資本的収入

業弟1項企

第4項国庫補助

第5項他会計補助

第6項建設負担

支

45,235,97311t

123,595τlt

第1款流域下水道事業資本的支出

改良費第1項建 設

第2項資産購入費

第3項企業債償還金

出

5,3}2,825千円

2,381,502千円

2,931,323千円

収

2,883,0弱千円

2,268,364千円

8,601千円

606,四0千円

-36-

入

支 出

2,272,864千円

560,100千円

1,159,391千円

35,183千円

518,190千円

益
益

用
用

債
金
金
金



(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

上川流域下水

形浄化センタ

事

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

流域下水道事業

(山形処理区)

建

項

限度額

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

①営業費用と営業外費用の問において相互に流用する場合

(議会の議決を経なけれぱ流用することのできない経費)

第9条玖に掲げる経費にっいては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額1こ流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

111,096千円

1 起債の方法

期

560,100

37

千段

5年

7年

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

間

カ、ら

まで1

利

限度額

借入先と

の協定によ

る。

(他会計からの補助金)

第10条営業費用、営業外費用及び建設改良費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、 651,077千円である。

2,908,000千円

償還

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

の 方法

設工事委託契

職員給与費

令
令

率

約

)a

道最
山

和
和

度
度



議第38号

(総則)

第1条令和5年度山形県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①年間販売電力量

②主要な建設改良事業明沢川発電所建設事業

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、 次のとおりと定める。

収 入

令和5年度山形県電気事業会計予算

第1款電気

第1項営

第2項営

4,663,256千円第1款電気事業費用

第1項営業費用 4,347,086千円

第2項営業外費用 306,170千円

費 10,000千円第4項予備

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額1,040,317千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,178千円、中

小水力発電開発改良積立金465,245千円、建設改良積立金328,001千円及び過年度分損益勘定留保

資金165,893千円で補填するものとする。)

収 入

事業収益

業収益

業外収益

18,995千円

18,695千円

300千円

第1款資本

第2項補

第5項負

支

356,617千kwh

84,136千円

第1款資本

第1項建

第5項企

第9項そ

第12項予

的収入

出

6,232,850千円

5,976,156千円

256,694千円

的支出

設改良費

業債償還金

の他投

備

1,059,312千円

釣3,419千円

162,613千円

280千円

3,000千円

支
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(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期問及ぴ限度額は、次のとおりと定める。

倉沢発電所リ

事

大沢川発電所配電盤等更新工事請負契約

川

占

ニコ」

発電所水車

請検工事"ι、、

肘折発電所リ

アルエ事請負

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、 600,000千円と定める。

(議会の議決を経なけれぱ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費にっいては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぼならない。

8舗,190千円①職員給与費

340千円②交際費

発

負

期

契

間

4,305,000千円

5年度から

6年度まで

限度額

5年度から

10年度まで

9,568,000千円

211,000千円

491,000千円

.^一「

ら
で

力
ま

度
度

年
年

5

ら
で

力
ま

度
度

年
年

11口手

口手令
令

5
6

、
、

令
令

項

機
約

電

令
令

令
令

契

二

三レノア

沢
部

大
内

93

和
和

手
手

e
 
u



議第39号

(総則)

第1条令和5年度山形県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①給水件数

②年間総給水量

③一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、 次のとおりと定める。

収 入

令和5年度山形県工業用水道事業会計予算

第1款工業用水道事業収益

第1項酒田工業用水道営業収益

第2項八幡原工業用水道営業収益

第3項福田工業用水道営業収益

第5項営業外収益

支

第1款工業用水道事業費用 563,723千円

第1項酒田工業用水道営業費用 416,6釘千円

第2項八幡原工業用水道営業費用 108,679千円

第3項福田工業用水道営業費用 17,536千円

第5項営業外費用 16,841千円

第7項予 費備 4,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額158,463千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,136千円、建設改良積立金

フ,823千円、過年度分損益勘定留保資金釘,962千円及び当年度分損益勘定留保資金55,542千円で補

填するものとする。)

出

61件

15,648,89211f

42,99111t

第1款資本的支出 158,463千円

第1項建設改良 87,502千円

第6項借入金償還 認,961千円

第12項予 備 2,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 郭,能0千円

②交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条たな卸資産の購入限度額は、12,7釘千円と定める。

出

596,210千円

389,481千円

122,訟4千円

24,216千円

59,929千円

支
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議第卯号

(総則)

第1条令和5年度山形県公営企業資産運用事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

(D 駐車場事業年間総駐車台数

一日平均駐車台数

②ゴルフ場事業年間利用者数

(収益的収入及び支出)

と定める。第3条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり

収 入

令和5年度山形県公営企業資産運用事業会計予算

第1款資産運用事業収益

第1項営業収益

第2項営業外収益

H7,9四千円第1款資産運用事業費用

第1項営業費用 144,879千円

第2項営業外費用 30千円

3,000千円備費第4項予

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額(翌年度以降の支出

の財源に充当する額358,067千円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額620,騎0千円は当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,846千円、資産運用積立金575,506千円、過年度分損

益勘定留保資金28,0部千円及び当年度分損益勘定留保資金6,155千円で補填するものとする。)

収 入

支

358,067千円

3認,067千円

第1款資本的収入

第6項貸付金償還金

620,590千円第1款資本的支出

Ⅱ9,330千円第1項建設改良費設

第2項投資有価証券 500,000千円

2印千円第9項その他投資

第蛇項予備費 1,000千円

(一時借入金)

第5条一時借入金の限度額は、 200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれぼならない。

①職員給与費 60千円

30千円②交際費

76,000台

208台

30,600/＼

出

170,630千円

136,223千円

34,407千円

支 出

14



議第"号

(総則)

第1条令和5年度山形県水道用水供給事業会計の予算は、炊に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、

①給水対象

令和5年度山形県水道用水供給事業会計予算

②年間総給水量

(3)一日平均給水量

(収益的収入及び支出)

第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収

次のとおりとする。

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、山形市、寒河江市、上山市、

村山市、天童市、東根市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

最上川中部水道企業団、新庄市、金山町、真室川町、鶴岡市、

酒田市、庄内町

第1款水道用水供給事業収益

第1項置賜広域水道営業収益

第2項村山広域水道営業収益

第3項最上広域水道営業収益

第4項庄内広域水道営業収益

第5項営業外収益

第1款水道用水供給事業費用 6,242,818千円

第1項置賜広域水道営業費用 1,232,108千円

第2項村山広域水道営業費用 2,280,297千円

第3項最上広域水道営業費用 4四,765千円

第4項庄内広域水道営業費用 1,855,293千円

第5項営業外費用 4妬,355千円

費備第7項予 20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額5,028,548千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,627千円、建設

改良積立金255,412千円及び過年度分損益勘定留保資金4,702,5四千円で補填するものとする。)

収 入

次のとおりと定める。

入

支

70,078,38611f

191,471m

第1款資本

第2項補

第1款資本的

第1項建 設

第2項投資

第5項企業

第6項借入

第12項予

6,723,528千円

1,158,049千円

2,241,754千円

447,199千円

1,919,180千円

957,346千円

出

的 収

助

入

改良

有価

債償還

金償還

備

8,937千円

8,937千円

支

金

出

支

5,037,485千円

フ76,9四千円

3,300,000千円

943,256千円

14,280千円

3,000千円
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(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

笹野浄水場米

電気 機械設

事

沢ポ

新

(一時借入金)

第6条一時借入金の限度額は、 500,000千円と定める。

(議会の議決を経なけれぱ流用することのできない経費)

第7条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用L、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

①職員給与費 540,800千円

②交際費 50千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条たな卸資産の購入限度額は、 220,a7千円と定める。

124,000千円

プ場

事

289,000千円

芝線整備事

事請負契

項

電気機

業1

約

令和5年度から

令和6年度まで

期

手U 7

間 限度額

ら
で

か
ま

度
度

年
年

赤
工

5口手

34

令
令

備
約

設

契

械

負請

ン
エ

谷
吏

沢
備



議第究号

(総則)

第1条令和5年度山形県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条業務の予定量は、次のとおりとする。

①病床数

(2)年間入院患者延数

年間外来患者延数

(3)一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

(4)ドック利用者延数

⑤主要な建設改良事業

中央病院改修事業

新庄病院改築整備事業

県立病院医療機器等整備事業

県立病院総合医療情報システム整備事業

(収益的収入及び支出)

次のとおりと定める。第3条収益的収入及び支出の予定額は、

収 入

令和5年度山形県病院事業会計予算

第1款病院事

第1項医業

第2項医業

第3項特別

第1款病院事業費用

第1項医業費

第2項医業外費

第3項特別損

備第4項予

(資本的収入及び支出)

第4条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額1,521,445千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填し、なお不

足する額は一時借入金で措置するものとする。)

収 入

業

収

外収

利

1,258床

354,463人

523,能4人

968人

2,133人

1,447人

1佼

出

318,4認千円

3,619,851千円

601,玲5千円

134,084千円

第1款病院事業資本的収入

第1項企

第2項出

担第4項負

資本的第6項その他

支

42,837,468千円

31,フ78,371千円

10,578,818千円

480,279千円

第1款病院事業

第1項建 設

出
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43,918,267千円

41,475,228千円

1,052,537千円

1,388,502千円

2,000千円

資本

改

的支出

良費

支

8,443,047千円

4,689,920千円

6,921,602千円

4,726,800千円

131,8舗千円

1,認6,035千円

176,882千円

益
益
益
益

用
用
失
費

債
金
金
入収

業
資



3,7認,127千円第2項企業債償還金

(債務負担行為)

第5条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

中央病院無停電電源装置等更新工事請負契約

事

中央病院冷却塔更新工事請負契約

中央病院治療用空気供給装置更新工事請負契約

項

借入先の貸付条件による。

ただし、財政上の都合によ

り償還年限を短縮し、繰上償

還をし、又は低利債に借り替

えることができる。

病

4病院統合データウェアハウス整備等業務委託契約

院

ム

放射線モ

更新工事

旧 鶴

令和5年度から

令和7年度まで

期

(企業債)

第6条起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

岡

間

病

タ

の起債の目的

院

令和

戸和

方法

限度額

中央病院改修事業
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解

380,000千円

令和5年度から

令和6年度まで

新庄病院改築整備

事業

体

限度額

事

129,000千円

令和5年度から

令和6年度まで

県立病院医療機器

等整備事業

県立病院総合医療

情報システム整備

事業

41,000千円

317,000

起債の方法

千処

借入先との協

定による。

工事その他の

都合により翌年

度に繰り延べて

起債することが

できる。

3,340,900

71,000千円

(一時借入金)

第7条一時借入金の限度額は、 20,300,000千円と定める。

572,000

68,000千円

利

借入先と

の協定によ

る。

406,000千円

134,000

倹還

ら
で

力
ま

度
度

年
年

ら
で

力
ま

度
度

年
年

5
6

Π手令
令 日手

5
6

ら
で

か
ま

度
度

年
年

5
8

U手令
令 訂手

請

二

業

率

テ

中
シ

央
ス

リ
負

ン
契

グ
約



(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

21,672,840千円a)職員給与費

1,010千円②交際費

(たな卸資産購入限度額)

第 9条たな卸資産の購入限度額は、 5,822,335千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種

器械備

器械備

類

器械備

口
ロロ

器械備

口
ロロ

全身用コンピュータ断層撮影装置(中央病院)

名

器械備

口
ロロ

全身用コンピュータ断層撮影装置(新庄病院)

口
ロロ

全身用 X 線透視装置(新庄病院)

器械備

口
ロロ

ガ ン

情報

口
ロロ

称

「7

4病院統合データウェアハウス(中央病院・

新庄病院・河北病院・こころの医療センター)

力

ス

メ

数

ム機器(新庄病院)

ラ(新庄病院)

量

式

式

式

式

式

式
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テシ


